
議案第７号 

東京都板橋区立学校施設開放条例施行規則の一部を改正する規則 

 上記の議案を提出する。 

令和４年３月８日 

         提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

東京都板橋区立学校施設開放条例施行規則の一部を改正す

る規則 

 東京都板橋区立学校施設開放条例施行規則（平成27年板橋区教育委員

会規則第30号）の一部を次のように改正する。 

 第４条に次の１項を加える。 

２ 団体登録の有効期間は、登録をした日から３年間とし、更新を妨げ

ない。 

 第５条第２号を次のように改める。 

(2)  区内在住者又は在勤者で構成された10名以上の団体であること。 

第５条第３号中「20歳以上」を「18歳以上」に改める。 

第６条中「第４号」を「第５号」に改める。 

第６条第４号中「又は会則及び前年度の会計報告書又は予算書」を削

る。 

第６条に次の 1 号を加える。 

(5)  前年度の会計報告書   

第６条に次の１項を加える。 

２ 団体登録をした者は、団体の登録事項に変更があった場合は、教育

委員会に届け出なければならない。 

第８条第５項中「団体」を「２以上の団体」に、「あつた場合」を

「あった場合の承認方法」に改める。 

第11条ただし書きを削る。 

別表１に備考として次のように加える。 

備考 夜間校庭とは、専ら夜間において校庭を照明するための設備を



有する校庭をいう。 

別表２スポーツ、文化活動等、社会教育その他公共のために使用する

場合の項中「夜間校庭」を「夜間照明」に改め、同表備考第１項中「夜

間照明」の次に「（専ら夜間において校庭を照明するための設備をい

う。）」を加える。 

別表３ (1) 少年・少女団体の項中「構成員全員（監督・コーチ・指導

者等を除く）が15歳以下で構成されている団体」を「15歳以下の者10名

以上及びその指導者等で構成され、かつ、構成員の半数以上が15歳以下

の者である団体」に、同表 (2) ＰＴＡ団体の項中「区立小・中学校にあ

るＰＴＡ（世話人会を含む）の現役のみで構成されている」を「現に板

橋区立小学校若しくは板橋区立中学校に在籍している児童若しくは生徒

の保護者又は教職員により構成されるＰＴＡその他これに類する」に、

同表(3) 高齢者団体の項中「で構成されている」を「の者である」改め

る。 

  付 則 

１  この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都板橋区立

学校施設開放条例施行規則第４条の規定により団体登録の承認を受け

ている者に係る当該団体登録の更新の手続については、この規則によ

る改正後の東京都板橋区立学校施設開放条例施行規則第４条第２項の

規定にかかわらず、東京都板橋区教育委員会が別に定める。 

 

（提案理由） 

  学校施設開放団体登録の有効期限を３年とするとともに、団体登録

の申請手続き等、所要の規定整備をする必要がある。 
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東京都板橋区立学校施設開放条例施行規則 新旧対照表 

本文 

改正案 現行 

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） 

（団体登録） （団体登録） 

第４条 学校施設を使用しようとする者は、団体登録を教育委員会に申請し、

その承認を受けなければならない。 

２ 団体登録の有効期間は登録をした日から３年間とし、更新を妨げない。 

第４条 学校施設を使用しようとする者は、団体登録を教育委員会に申請し、

その承認を受けなければならない。 

（新規追加） 

 

（団体登録の要件） （団体登録の要件） 

第５条 団体登録の要件は次のとおりとする。 第５条 団体登録の要件は次のとおりとする。 

(１) 主としてスポーツ、文化活動、地域活動等を目的とした団体である

こと。 

(１) 主としてスポーツ、文化活動、地域活動等を目的とした団体である

こと。 

(２) 区内在住者又は在勤者で構成された10名以上の団体であること。 (２) 区内在住者、在勤者の10名以上で構成していること。 

(３) 代表者及び副代表者が18歳以上の区内在住者であること。 (３) 代表者及び副代表者が20歳以上の区内在住者であること。 

(４) 営利を目的としない活動であること。 (４) 営利を目的としない活動であること。 

(５) 高校生及び大学生のサークル活動を目的とした団体でないこと。 (５) 高校生及び大学生のサークル活動を目的とした団体でないこと。 

(６) 反社会的勢力の団体でないこと。 (６) 反社会的勢力の団体でないこと。 

(７) 公序良俗に反する活動を目的とした団体でないこと。 (７) 公序良俗に反する活動を目的とした団体でないこと。 

(８) 宗教上の組織又は宗教活動を目的とした団体でないこと。 (８) 宗教上の組織又は宗教活動を目的とした団体でないこと。 

（団体登録の申請手続き） （団体登録の申請手続き） 

第６条 登録に必要な書類は次のとおりとする。ただし、第５号に規定する

書類は、会費を徴収している団体のみとする。 

第６条 登録に必要な書類は次のとおりとする。ただし、第４号に規定する

書類は、会費を徴収している団体のみとする。 

(１) 団体登録申請書 (１) 団体登録申請書 

(２) 団体構成員名簿 (２) 団体構成員名簿 

(３) 学校施設使用にかかる誓約書 (３) 学校施設使用にかかる誓約書 
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改正案 現行 

(４) 団体の規約 

(５) 前年度の会計報告書 

２ 団体登録をした者は、団体の登録事項に変更があった場合は、教育委員

会に届け出なければならない。 

(４) 団体の規約又は会則及び前年度の会計報告書又は予算書 

 

（新規追加） 

第７条 （略）  第７条  （略） 

（使用の手続等） （使用の手続等） 

第８条 学校施設（付帯設備を含む。以下同じ。）を使用しようとする者は、

使用しようとする日の７日前の日（この日が土曜日、日曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和23年法律第178条）に定める休日並びに12月29日から

翌年の１月３日までの日（以下「休日等」という。）に当たるときは、そ

の直前の休日等でない日）又は教育委員会が指定する日までに、使用申請

書（別記第１号様式）を教育委員会に提出し、その承認を受けなければな

らない。ただし、子どもの遊び場として校庭を使用する場合（小学生、中

学生及び付添人のある幼児が遊び場として校庭を使用する場合をいう。以

下同じ。）は、使用申請及び承認を要しない。 

第８条 学校施設（付帯設備を含む。以下同じ。）を使用しようとする者は、

使用しようとする日の７日前の日（この日が土曜日、日曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和23年法律第178条）に定める休日並びに12月29日から

翌年の１月３日までの日（以下「休日等」という。）に当たるときは、そ

の直前の休日等でない日）又は教育委員会が指定する日までに、使用申請

書（別記第１号様式）を教育委員会に提出し、その承認を受けなければな

らない。ただし、子どもの遊び場として校庭を使用する場合（小学生、中

学生及び付添人のある幼児が遊び場として校庭を使用する場合をいう。以

下同じ。）は、使用申請及び承認を要しない。 

２ 教育委員会は、当該学校長の意見を聴き使用を承認したときは、使用承

認書（別記第２号様式）を交付する。 

２ 教育委員会は、当該学校長の意見を聴き使用を承認したときは、使用承

認書（別記第２号様式）を交付する。 

３ 条例第９条の規定に基づき使用料の減額又は免除を受けようとする者

は、使用料減額免除申請書（別記第３号様式）により教育委員会に申請し

なければならない。 

３ 条例第９条の規定に基づき使用料の減額又は免除を受けようとする者

は、使用料減額免除申請書（別記第３号様式）により教育委員会に申請し

なければならない。 

４ 学校施設の使用承認優先順位は、次のとおりとする。 ４ 学校施設の使用承認優先順位は、次のとおりとする。 

第１順位 東京都板橋区（以下「区」という。）又は教育委員会が行政目

的のために使用するとき。 

第１順位 東京都板橋区（以下「区」という。）又は教育委員会が行政目

的のために使用するとき。 

第２順位 国又は区以外の地方公共団体が行政目的のために使用すると

き。 

第２順位 国又は区以外の地方公共団体が行政目的のために使用すると

き。 

第３順位 別表４に掲げる団体が公益目的で使用するとき。 第３順位 別表４に掲げる団体が公益目的で使用するとき。 

第４順位 前第１順位から第３順位以外の団体が使用するとき。 第４順位 前第１順位から第３順位以外の団体が使用するとき。 
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改正案 現行 

５ 同順位の２以上の団体から同時に申請があった場合の承認方法について

は、別に定める。 

５ 同順位の    団体から同時に申請があつた場合     について

は、別に定める。 

第９条～第10条 （略） 第９条～第10条 （略） 

（使用承認の変更） （使用承認の変更） 

第11条 使用者は、学校施設の使用の承認の内容を変更しようとするときは、

使用する日（以下「使用日」という。）の７日前の日（変更して使用しよ

うとする日が使用日より前の日であるときは、変更して使用しようとする

日の７日前の日）（この日が休日等に当たるときは、その直後の休日等で

ない日）までに使用変更申請書（別記第３号様式の２）に使用承認書を添

えて、教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。 

第11条 使用者は、学校施設の使用の承認の内容を変更しようとするときは、

使用する日（以下「使用日」という。）の７日前の日（変更して使用しよ

うとする日が使用日より前の日であるときは、変更して使用しようとする

日の７日前の日）（この日が休日等に当たるときは、その直後の休日等で

ない日）までに使用変更申請書（別記第３号様式の２）に使用承認書を添

えて、教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、

使用者の責任によらない理由で使用ができなくなったとき又は教育委員会

が特に理由があると認めたときは、使用日の前日（変更して使用しようと

する日が使用日より前の日であるときは、変更して使用しようとする日の

前日）（この日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日）ま

でに使用変更申請書に使用承認書を添えて、教育委員会に提出することが

できる。 

第12条～第17条 （略） 第12条～第17条 （略） 

付 則 （略） 付 則 （略） 

付 則 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都板橋区立学校

施設開放条例施行規則第４条の規定により団体登録の承認を受けている者

に係る当該団体登録の更新の手続については、この規則による改正後の東

京都板橋区立学校施設開放条例施行規則第４条第２項の規定にかかわら

ず、東京都板橋区教育委員会が別に定める。 

付則追加 
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改正案 現行 

 

別表１（第２条関係） 別表１（第２条関係） 

 № 学校名 開放施設一覧   № 学校名 開放施設一覧  

 １ 志村小学校 体育館、校庭、教室   １ 志村小学校 体育館、校庭、教室  

 ２ 志村第一小学校 体育館、校庭、教室   ２ 志村第一小学校 体育館、校庭、教室  

 ３ 志村第二小学校 体育館、校庭、教室   ３ 志村第二小学校 体育館、校庭、教室  

 ４ 志村第三小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室   ４ 志村第三小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室  

 ５ 志村第四小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室   ５ 志村第四小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室  

 ６ 志村第五小学校 体育館、校庭、教室   ６ 志村第五小学校 体育館、校庭、教室  

 ７ 志村第六小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室   ７ 志村第六小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室  

 ８ 前野小学校 体育館、校庭、教室   ８ 前野小学校 体育館、校庭、教室  

 ９ 中台小学校 体育館、校庭、教室   ９ 中台小学校 体育館、校庭、教室  

 10 舟渡小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室   10 舟渡小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室  

 11 新河岸小学校 体育館、校庭、教室   11 新河岸小学校 体育館、校庭、教室  

 12 富士見台小学校 体育館、校庭、教室   12 富士見台小学校 体育館、校庭、教室  

 13 蓮根小学校 体育館、校庭、教室   13 蓮根小学校 体育館、校庭、教室  

 14 蓮根第二小学校 体育館、校庭、教室   14 蓮根第二小学校 体育館、校庭、教室  

 15 志村坂下小学校 体育館、校庭、教室   15 志村坂下小学校 体育館、校庭、教室  

 16 北前野小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室   16 北前野小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室  

 17 緑小学校 体育館、校庭、教室   17 緑小学校 体育館、校庭、教室  

 18 若木小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室   18 若木小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室  

 19 板橋第一小学校 体育館、校庭、教室   19 板橋第一小学校 体育館、校庭、教室  

 20 板橋第二小学校 体育館、校庭、教室   20 板橋第二小学校 体育館、校庭、教室  

 21 板橋第四小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室   21 板橋第四小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室  

 22 板橋第五小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室   22 板橋第五小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室  

 23 板橋第六小学校 体育館、校庭、教室   23 板橋第六小学校 体育館、校庭、教室  

 24 板橋第七小学校 体育館、校庭、教室   24 板橋第七小学校 体育館、校庭、教室  
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改正案 現行 

 25 板橋第八小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室   25 板橋第八小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室  

 26 板橋第十小学校 体育館、校庭、教室   26 板橋第十小学校 体育館、校庭、教室  

 27 金沢小学校 体育館、校庭、教室   27 金沢小学校 体育館、校庭、教室  

 28 中根橋小学校 体育館、校庭、地域開放教室、教室   28 中根橋小学校 体育館、校庭、地域開放教室、教室  

 29 加賀小学校 体育館、校庭、教室   29 加賀小学校 体育館、校庭、教室  

 30 上板橋小学校 体育館、校庭、教室   30 上板橋小学校 体育館、校庭、教室  

 31 上板橋第二小学校 体育館、校庭、教室   31 上板橋第二小学校 体育館、校庭、教室  

 32 上板橋第四小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室   32 上板橋第四小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室  

 33 常盤台小学校 体育館、校庭、教室   33 常盤台小学校 体育館、校庭、教室  

 34 桜川小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室   34 桜川小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室  

 35 弥生小学校 体育館、校庭、教室   35 弥生小学校 体育館、校庭、教室  

 36 大谷口小学校 体育館、校庭、夜間校庭、教室   36 大谷口小学校 体育館、校庭、夜間校庭、教室  

 37 向原小学校 体育館、校庭、教室   37 向原小学校 体育館、校庭、教室  

 38 赤塚小学校 体育館、校庭、教室   38 赤塚小学校 体育館、校庭、教室  

 39 成増小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室   39 成増小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室  

 40 赤塚新町小学校 体育館、校庭、教室   40 赤塚新町小学校 体育館、校庭、教室  

 41 紅梅小学校 体育館、校庭、教室   41 紅梅小学校 体育館、校庭、教室  

 42 北野小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室   42 北野小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室  

 43 成増ケ丘小学校 体育館、校庭、教室   43 成増ケ丘小学校 体育館、校庭、教室  

 44 下赤塚小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室   44 下赤塚小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室  

 45 徳丸小学校 体育館、校庭、教室   45 徳丸小学校 体育館、校庭、教室  

 46 三園小学校 体育館、校庭、教室   46 三園小学校 体育館、校庭、教室  

 47 高島第一小学校 体育館、校庭、教室   47 高島第一小学校 体育館、校庭、教室  

 48 高島第二小学校 体育館、校庭、地域開放教室、教室   48 高島第二小学校 体育館、校庭、地域開放教室、教室  

 49 高島第三小学校 体育館、校庭、教室   49 高島第三小学校 体育館、校庭、教室  

 50 高島第五小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室   50 高島第五小学校 体育館、校庭、クラブハウス、教室  

 51 高島第六小学校 体育館、校庭、教室   51 高島第六小学校 体育館、校庭、教室  



6/8 

改正案 現行 

 52 板橋第一中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室   52 板橋第一中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室  

 53 板橋第二中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室   53 板橋第二中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室  

 54 板橋第三中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室   54 板橋第三中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室  

 55 板橋第五中学校 体育館、校庭、教室   55 板橋第五中学校 体育館、校庭、教室  

 56 加賀中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室   56 加賀中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室  

 57 志村第一中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室   57 志村第一中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室  

 
58 志村第二中学校 

体育館、校庭、夜間校庭、柔剣道場、教

室 

  
58 志村第二中学校 

体育館、校庭、夜間校庭、柔剣道場、教

室 

 

 59 志村第三中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室   59 志村第三中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室  

 60 志村第四中学校 体育館、校庭、教室   60 志村第四中学校 体育館、校庭、教室  

 61 志村第五中学校 体育館、校庭、教室   61 志村第五中学校 体育館、校庭、教室  

 62 西台中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室   62 西台中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室  

 63 中台中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室   63 中台中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室  

 64 上板橋第一中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室   64 上板橋第一中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室  

 65 上板橋第二中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室   65 上板橋第二中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室  

 66 上板橋第三中学校 体育館、校庭、教室   66 上板橋第三中学校 体育館、校庭、教室  

 67 桜川中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室   67 桜川中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室  

 68 赤塚第一中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室   68 赤塚第一中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室  

 
69 赤塚第二中学校 

体育館、校庭、夜間校庭、柔剣道場、教

室 

  
69 赤塚第二中学校 

体育館、校庭、夜間校庭、柔剣道場、教

室 

 

 70 赤塚第三中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室   70 赤塚第三中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室  

 71 高島第一中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室   71 高島第一中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室  

 72 高島第二中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室   72 高島第二中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室  

 73 高島第三中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室   73 高島第三中学校 体育館、校庭、柔剣道場、教室  

備考 夜間校庭とは、専ら夜間において校庭を照明するための設備を有

する校庭をいう。 

 

 

 

 



7/8 

改正案 現行 

 

別表２（第２条関係） 

 

別表２（第２条関係） 

 

種別 施設 

日時   

種別 施設 

日時  

 土曜日、日曜日及び祝

日（12月29日から１月

３日を除く） 

月曜日から金曜日（祝

日及び12月29日から

１月３日を除く。） 

  土曜日、日曜日及び祝

日（12月29日から１月

３日を除く） 

月曜日から金曜日（祝

日及び12月29日から

１月３日を除く。） 

 

 子どもの遊

び場として

使用する場

合 

校庭 ３月から９月まで 

午後１時から午後５

時まで 

10月から２月まで 

午後１時から午後４

時まで 

   子どもの遊

び場として

使用する場

合 

校庭 ３月から９月まで 

午後１時から午後５

時まで 

10月から２月まで 

午後１時から午後４

時まで 

  

 スポーツ、

文化活動

等、社会教

育その他公

共のために

使用する場

合 

校庭 午前９時から正午ま

で 

   スポーツ、

文化活動

等、社会教

育その他公

共のために

使用する場

合 

校庭 午前９時から正午ま

で 

  

 午後６時から午後９時まで 

（夜間照明を有する学校に限る。） 

  午後６時から午後９時まで 

（夜間校庭を有する学校に限る。） 

 

 体育館 

クラブハウ

ス 

地域開放教

室 

柔剣道場 

教室 

午前９時から正午ま

で 

正午から午後３時ま

で 

午後３時から午後６

時まで 

午後６時から午後９

時まで 

午後６時から 

午後９時まで 

  体育館 

クラブハウ

ス 

地域開放教

室 

柔剣道場 

教室 

午前９時から正午ま

で 

正午から午後３時ま

で 

午後３時から午後６

時まで 

午後６時から午後９

時まで 

午後６時から 

午後９時まで 

 

備考 備考 

１ 夜間照明（専ら夜間において校庭を照明するための設備をいう。）を有

していない小学校の校庭は、教育委員会が学校長と協議して認めた場合に

限り、午後５時から午後７時までの時間帯の使用を認める。 

１ 夜間照明                          を有

していない小学校の校庭は、教育委員会が学校長と協議して認めた場合に

限り、午後５時から午後７時までの時間帯の使用を認める。 
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２ 祝日とは、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に定める国

民の祝日をいう。ただし、12月29日から翌年の１月３日までは除く。 

２ 祝日とは、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に定める国

民の祝日をいう。ただし、12月29日から翌年の１月３日までは除く。 

３ 学校長が必要と認めた場合は、表中に定める施設以外の施設を使用する

ことができる。 

３ 学校長が必要と認めた場合は、表中に定める施設以外の施設を使用する

ことができる。 

４ 表中に定める使用日時以外の学校施設の使用日時については、学校長が

定める。 

４ 表中に定める使用日時以外の学校施設の使用日時については、学校長が

定める。 

別表３（第７条関係） 別表３（第７条関係） 

 登録区分 備考   登録区分 備考  

 (１) 少年・少

女団体 

15歳以下の者10名以上及びその指導者等で構成さ

れ、かつ、構成員の半数以上が15歳以下の者である

団体（会費月額5,000円以上の団体を除く。） 

  (１) 少年・少

女団体 

構成員全員（監督・コーチ・指導者等を除く）が15

歳以下で構成されている団体（会費月額5,000円以上

の団体を除く。） 

 

 (２) ＰＴＡ団

体 

現に板橋区立小学校若しくは板橋区立中学校に在籍

している児童若しくは生徒の保護者又は教職員によ

り構成されるＰＴＡその他これに類する団体 

  (２) ＰＴＡ団

体 

区立小・中学校にあるＰＴＡ（世話人会を含む）の

現役のみで構成されている団体 

 

 (３) 高齢者団

体 

構成員の半数以上が65歳以上の者である団体（健康

づくり・介護予防となる活動に限る。） 

  (３) 高齢者団

体 

構成員の半数以上が65歳以上で構成されている団体

（健康づくり・介護予防となる活動に限る。） 

 

 (４) 障がい者

団体 

区が育成し、又はその活動を助成している心身障が

い者団体（公共の利益を図る目的の活動に限る。） 

  (４) 障がい者

団体 

区が育成し、又はその活動を助成している心身障が

い者団体（公共の利益を図る目的の活動に限る。） 

 

 (５) 一般団体 (１)から(４)に該当しない全ての団体   (５) 一般団体 (１)から(４)に該当しない全ての団体  

 

別表４（略） 

 

別表４（略） 

様式（略） 様式（略） 

 


